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市民後見人・権利擁護支援者等の活動状況
（単位：名）

つなぐ 通信
機関紙を発行することになりました

宝 塚 市 高 齢 者 ・ 障 碍 者 権 利 擁 護 支 援 セ ン タ ー
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≪権利擁護支援者≫

第１期 4 1 1 2 1

第２期 9 1 3 4 1 2 2

第３期 10 1 4 2 4

第４期 4 2 1 1

第５期 9 4 1 3 4

第６期 7 7

第７期 8

計 51 3 18 1 0 1 11 1 5 12

≪権利擁護サポーター≫

第１期 4

人 数 4

≪権利擁護人材 総計≫

総 計 55 3 18 1 0 1 11 1 5 12

（令和５年５月現在）

が い

令和４年度の新規受任は１名、
近日中にもう１名の方が受任され
る予定です。

厚労省イメージキャラクター

「後犬ちゃん」

たくさんの方が活動を行ってくださっています。ありがとうございます。

日頃より、権利擁護支援センター（以下、センター）の運営にご理解とご協力を賜り、

ありがとうございます。この度、センターでは権利擁護支援をして下さっている方々同士、

活動先、およびセンターとの繋がりを大切にしたいという想いから「つなぐ通信」を発行

することになりました。権利擁護の活動を知っていただき、今後の活動に繋がるような機

関紙を発行していきます。今後ともどうぞよろしくお願いします。

こうけん



令和4年度 市民後見人候補者面接を行いました。

令和5年3月27日(火)、「市民後見人候補者面接」を行いました。面接を受けて下さった

権利擁護支援者5名の方が、候補者登録されました。

市民後見人として安心して活動していけるようセンターがサポートしていきます。今年

度も権利擁護支援者で、要件を満たされた方は、面接を行う予定です。

令和5年5月11日(木)、「令和4年度 権利擁護サポーター養成講座」が修了式を迎えまし

た。修了者を対象に『権利擁護支援者（市民後見人）養成講座』の開講を予定しておりま

す。みなさまにも聴講していただけます。

職員紹介

今年度も引き続き
同じメンバーで
センター運営を
行っていきます！

古結 智
（こげつ さとる）

阪本 有紀
（さかもと ゆき）

德永 由実子
（とくなが ゆみこ）

中山 郁月
（なかやま かつき）

令和5年度 権利擁護支援者（市民後見人）養成講座が
開講します。

宝塚市高齢者・障碍者
権利擁護支援センターの業務について

お問い合わせ先／社会福祉法人 聖隷福祉事業団 宝塚市高齢者・障碍者権利擁護支援センター
〒665-0826 宝塚市弥生町2-2（宝塚せいれいの里 宝塚すみれ栄光園内）
TEL：0797-26-6828 FAX：0797-26-6238 E-mail：takarazuka-asc@sis.seirei.or.jp

① 虐待や成年後見などの、権利擁護に関する総合的な相談支援

・相談支援窓口（地域包括・相談支援事業所）、行政（高齢福祉課、障碍福祉課）と

連携し、相談支援をしています。

・法律職と福祉職による高齢者・障碍者の権利擁護専門相談会を月に２回開催しています。

② 権利擁護支援のネットワークの構築・啓発

・権利擁護支援に係る法律職と福祉職間の円滑な連携に向けた取り組みをしています。

・福祉職、地域向けに年数回の研修会の実施を行っています。

③ 市民後見人や権利擁護人材の養成及び活動支援

・市民後見人の後見監督人をしています。

・権利擁護人材の養成と活動支援をしています。
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